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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 
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    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 

   〔高齢福祉課〕 
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    ・議案第 ８２号 平成２５年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

   〔国保年金課〕 

    ・議案第１１１号 栃木県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後期 

             高齢者医療広域連合規約の変更について 

    予算審査 

    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 
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   〔スポーツ振興課〕 

    予算審査 

    ・議案第 ７９号 平成２５年度那須塩原市一般会計補正予算（第８号） 
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  ５．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○鈴木委員長 改めましておはようございます。 

  先日の日曜日に、那須野が原ハーモニーホール

でパイプオルガン記念コンサートの式典と、また

コンサートに参加させていただきました。すごい

迫力で、当初何かバロック音楽で静かに讃美歌で

もやるのかなと思ったらば、いやいや、意外にす

ごい迫力でした。そういった部分については、那

須塩原市民にとっても音楽文化といいますか、そ

ういった部分については非常に貴重な財産になっ

たのかなと思いますし、また機会がありましたら

ば、皆様、職員また委員の皆様も何らかの機会を

見つけてコンサートにでも出かけてみてはと思い

ます。 

  それでは、ただいまから福祉教育常任委員会、

あわせまして、予算審査特別委員会第２分科会を

開会いたします。よろしくお願いいたします。 

  それでは、今定例会における委員会の審査の方

法について申し上げます。 

  審査は、各担当課ごとに行い、それぞれ常任委

員会審査、予算審査特別委員会第２分科会の順に

審査を行います。本日10日は保健福祉部を先に審

査し、保健福祉部が終了次第、教育部に入りたい

と思います。 

  今定例会で当常任委員会に付託された案件は、

条例案件１件、その他の案件２件、予算審査特別

委員会に付託された案件のうち当第２分科会で審

査すべき案件は、一般会計及び特別会計の補正予

算案４件でございます。 

  各委員には、慎重な上にも自由闊達な審査をお

願いし、円滑な進行にご協力をお願いいたしたい

と思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 午前１０時００分 

○鈴木委員長 それでは、福祉部の審査を始めます

ので、初めに人見保健福祉部長からご挨拶をお願

いいたします。 

○人見保健福祉部長 改めまして、おはようござい

ます。 

  福祉教育常任委員会の委員の皆様には、大変お

世話になっております。 

  また、先ごろの滋賀県湖南市への行政視察研修

の際は、保健福祉部職員の同行をお聞き分けいた

だきまして、発達支援システムに関する先進地の

視察をすることができましたことを心より御礼申

し上げます。今後の本市の障害者福祉、発達支援

にどのように生かしていくか、しっかりと研究を

させていただきたいと考えております。 

  本日は、保健福祉部といたしまして、一般会

計・特別会計補正予算については５課が該当して

おりますほか、保育園条例の一部改正、とようら

保育園用地の取得、さらに栃木県後期高齢者医療

広域連合規約の変更など11の案件についてご審議

をいただくことになります。 

  議案等の説明につきましては、要点を捉えた簡

素な説明に心がけますので、どうぞご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○鈴木委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 それでは、健康増進課について審査

を行いますが、健康増進課については、常任委員

会に対する付託案件はありませんので、予算審査
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特別委員会第２分科会に切りかえ、審査を行いま

す。 

  健康増進課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

  それでは、議案第79号 平成25年度那須塩原市

一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○柳崎健康増進課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 ありがとうございました。説明が終

わりましたので、質疑を許します。 

  質疑ありますか。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

（その他について質疑、答弁。） 

○鈴木委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時０６分 

 

再開 午前１０時０８分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 社会福祉課について審査を行います

が、社会福祉課については、常任委員会に対する

付託案件がありませんので、予算審査特別委員会

第２分科会に切りかえ、審査を行います。 

  社会福祉課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いしたいと思います。 

  それでは、議案第79号 平成25年度那須塩原市

一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○松江社会福祉課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  質疑ありませんか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 生活保護費関係、３款３項２目扶助費、

これやっぱり人数がふえたということで、そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○松江社会福祉課長 受給している方の人数がふえ

ている、そのほかにも医療費とかございますけれ

ども、基本的には利用者がふえているというとこ
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ろです。 

  以上です。 

○鈴木委員長 いいですか。 

  ほかありますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 お疲れさまです。 

  今の扶助費、髙久委員が言ったところなんです

けれども、生活保護ということで、医療費が結局

無料で受けられてしまうという解釈のもとで、病

院めぐり、私は病気だといって病院、実は健康だ

ったのに回ってしまうとか、そういった実情みた

いなのというのは実際あるのかと、あと、その方

はどう見ても健康なのに来ているときに、そうい

った方にはちょっと病院に行き過ぎとは言いづら

いんでしょうけれども、そういった適切なアドバ

イスだったり指導だったりというものはしている

かどうかをちょっとお聞きしたいんですが。 

○鈴木委員長 課長。 

○松江社会福祉課長 私から対応につきましての概

要をご説明を申し上げまして、補足がありました

ら係長からということでさせていただきすけれど

も、委員ご指摘のとおり、医療費につきましては

基本的に定額、保護費のほうからということです

ので、必ずこういうものは金銭的な不安がなくか

かれるというのが必要でございまして、そんな中

で診療の中身につきましては、それぞれ受けた場

合に各医療機関から報告書をいただきまして、そ

れを、当方でお願いしている医者の先生に適正な

医療かどうかという判断をいただいております。 

  当市、本年度、私、今年度なので去年以前のこ

とがわかりかねるところあるんですけれども、こ

としの中では、これは過剰、かかり過ぎというよ

うなことはなかったかと思いますけれども、一応

そういう仕組みでチェックをするというような体

制はつくってあるところでございます。 

○鈴木委員長 係長。 

○松本保護係長 今、課長からご説明がありました

医療機関からの要否意見書というんですが、そち

らのほうで嘱託医のほうのチェックを受けるとい

うのが１つと、あともう１点、現在レセプト管理

システムというものがありまして、医療機関を受

診するとレセプトという診療報酬明細書ですね、

それがございます。それがデータ通信でこちら市

役所のほうに全部届きますので、それの中身をチ

ェックいたしまして、例えば同じ病気で何カ所も

病院をかかっているとか、あるいは病院に行き過

ぎているとか、そういったものが発見された場合

には、それを担当のケースワーカーに伝えまして、

頻回受診、重複受診のないようにということでの

指導は行っております。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

○鈴木委員長 ほか質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 それでは、質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 異議がないものと認め、議案第79号

は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

（その他について質疑、答弁。） 

○鈴木委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。 
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  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時２７分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９４号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 子ども課所管の常任委員会審査を行

います。 

  子ども課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

  それでは、議案第94号 那須塩原市保育園条例

の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

○赤井子ども課長 （議案第94号について説明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がございませんので、討論を許

します。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、採決いた

します。 

  議案第94号 那須塩原市保育園条例の一部改正

についてを原案のとおり可決すべきものとするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第94号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０７号の上程、説明、

質疑、討論、採決 

○鈴木委員長 次に、議案第107号 財産の取得に

ついてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○赤井子ども課長 （議案第107号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 とようら保育園の土地の取得について

は何ら問題はないんですが、これ改めてとようら

保育園の今後の日程ですね、タイムスケジュール。

本当に詳しく詳細に、定員なんかもそうなんです

けれども、その辺決まっている範囲でお伺いしま

す。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 ただいま移管事業者の今、募集

をしまして、募集は４事業者ございました。評価

委員会は既に11月22日に第１回目を行いまして、

昨日はその応募してきた事業者の施設に訪問をし

ております。今後は、15日に事業者のプレゼンを

受けまして、１月20日に第４回目の評価委員会を

開きまして、そこで点数づけを行います。最終決

定が１月27日に選定委員会がございますが、この

選定委員会の中で移管先事業所を決定となります。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 
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○櫻田委員 大丈夫です。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 定員でございますが、現在90名

の定員でございますが、今度新しく移転したとこ

ろの申請、とようら保育園については定員が120

名になる予定でございます。 

  さらに詳細に申し上げますと、移管事業者が決

まりましたら、26年度に実施設計をしてもらいま

して、27年度に本体工事、28年度からオープンと

いうような予定となっております。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 平成26年に実施設計で平成27年で…… 

○赤井子ども課長 本体工事。 

○櫻田委員 本体工事ね。平成28年４月にオープン

だね。 

○赤井子ども課長 はい。 

○鈴木委員長 金子委員。 

○金子委員 選定委員会いつって言っていましたか。 

○赤井子ども課長 １月27日。 

○金子委員 １月27日。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 あと１点なんですが、恐らく認定こど

も園というような形でいいんですかね。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 保育園という形になります。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 90名から120名に増員した理由ですね。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 もともと那須塩原市は要するに

入園待ち児童が多いので、それを幾らかでも解消

しようということで定員増となっております。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 これ30名ふやしたことによって、どの

ぐらい、30名はもちろん解消できるとは思うんで

すが、例えば何で150にしなかったとかといろい

ろあると思うんですけれども、これ何か決まりが

あるんですか。そこのところをちょっと。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 定員には別段、認可保育園でし

たら60名以上の場合は認可保育園なんですが、定

員の上限はございません。200名というところも

ありますし。とりあえず90名から200名とかはで

きませんし、今度は永田保育園でやっていますが、

あそこも90名から30名ということで、徐々にとい

うか、一遍にはふやすのは移管した、受けたとこ

ろもちょっと大変でしょうし、とりあえず30名と

いうような形でございます。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 永田保育園の場合は、実は地方都市リ

ノベーションですよね。駅から１km。ここ１km以

内だったら大丈夫なんですよね、あれ一応決まり

が。地方都市リノベーションに申請するやつで。

とようら保育園もできれば、あれは駅から１km、

直線で結んだら１km以内だと思うんですけれども、

そういった。 

○北村保育係長 とようら保育園については、ぎり

ぎり１㎞超えているんですよね。ただ、若干超え

ていたとしても、国等の協議を積めば適用になる

可能性はあるらしいんですが、ただ、リノベの場

合は基本的に本体工事の２分の１が国庫補助とし

て入ってくると。一方、国の安心こども基金とい

う補助事業があるんですが、そちらのほうだと最

大で事業費の４分の３が補助が入るということな

ので、事業者のほうから見れば、安心こども基金

を活用したほうが財源的に余裕が出てくるという

ことで、私どもとしては安心こども基金のほうを

活用するということで考えています。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 こども安心の基金も来年３月で恐らく
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一通りのめどを迎えると思うんですが、こういっ

た基金を使うのに、この実施計画だと十分間に合

うというような認識でよろしいんでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 安心こども基金は、毎年毎年こ

れ延長していくような形で、何年まで先と決まっ

ていないんですね。毎年毎年やっているわけなん

ですが、今回も新年度予算のほうに入っておりま

すけれども、今回も認定こども園で施設の要望が

上がっておりますが、それも県協議終わりまして、

安心こども基金でやっていける予定になっており

ます。 

○鈴木委員長 よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、今櫻田委員が言っていた

こともちょっと似ているというか、あれなんです

けれども、30名ほど増員できれば、ふやすと大変

だという話なんですが、とようら保育園自体のキ

ャパ自体はもう120でつくっちゃうのか、それと

もまだふやせる余地がある状態で、そういった質

問なんですけれども。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 その120名で条件つきで募集を

しているわけですが、その後は、決まった事業者

と協議をしていまして、定員120ぴったりでつく

るのか、あるいは弾力的に120、130まで弾力的に

つくるのか、その辺はこれから決まった事業者と

協議をしていきたいと思います。 

○鈴木委員長 副委員長。 

○大野副委員長 定員の話なんですが、90から120

にふやして30ふえますけれども、待機児童の解消

ということで増員した形で募集をかけると思うん

ですが、実際、待機児童の子どもたちというのは、

要するにゼロ歳児から２歳児ぐらいの方が多いじ

ゃないですか。３歳からだと大体幼稚園とか行っ

ちゃいますので。その点をゼロ歳から２歳児に重

きを置いた形でやってくださいよというような指

示とかというのは、出しているわけですか。 

○鈴木委員長 係長。 

○北村保育係長 とようら保育園については、一般

的な保育園という前提で募集のほうをかけており

まして、ゼロから５歳児の合計の定員として、先

ほど課長が申し上げたとおり120名という枠でつ

くってくださいというのが１つあります。 

  今お話があったゼロ・２歳を中心にというとこ

ろは、認定こども園を今の私立幼稚園に移行して

もらいましょうという施策を保育園整備計画のほ

うで打ち出しておりまして、その中で幼稚園とい

うのは３歳児以上じゃないと基本的に入れない保

育施設になっておりますので、その幼稚園が認定

こども園になれば、ゼロ・２歳児を今は空き教室

を利用したりとか、そういったことで対応できる

ということで、幼稚園の認定こども園のほうでゼ

ロ・２歳児をすくっていくということで基本的に

は考えております。 

○大野副委員長 了解しました。 

○鈴木委員長 ほかありますか。 

○人見保健福祉部長 委員長、補足の説明で。 

○鈴木委員長 部長。 

○人見保健福祉部長 ６月の議会で議決をいただき

ました保育園整備計画後期計画の中で、先ほど子

ども課から説明がありました部分については、地

域のバランスとか、そういったものを考慮して、

例えば保育園、民間の保育園の定員も決めており

ますし、幼稚園も、民間幼稚園も認定こども園の

というところで対応するというふうなところも決

めさせていただいて、それに基づいて今回のとよ

うら保育園の120というふうな定員で出させてい

ただいておりますので、ぜひともその計画のほう
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もごらんいただければありがたいと思います。 

  以上です。 

○鈴木委員長 じゃ、私のほうからいいですか。 

  定員120ということですけれども、年齢の枠が

あると思うんです。ゼロ歳から２歳とか。その年

齢の枠と、それに応じて今度は保育士さんも当然

就職するわけでしょうから、どの程度の人数確保

といいますか、保育士さんの確保とその今言った

ゼロ歳から２歳までが何人なのかという、そこら

辺のところの内訳をちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

  課長。 

○赤井子ども課長 まず、新生とようら保育園には、

現在とようら保育園に通っている子どもが優先的

に入っていくわけですね。保育士の配置について

は、その基準値がありまして、ゼロから２歳児は

３人に１人とか、その年齢によって配置数が変わ

ります。だから、実際にはその見込み数といいま

すか、何歳児に何名、何名とその枠が決まってか

ら保育士の配置になりますけれども、保育士の配

置もできるだけ公立の今保育園で臨時保育士にな

っている方を優先的にとってもらうというような

方法をとっております。配置については、園児の

数が決まってからになります。 

○鈴木委員長 わかりました。 

  質疑ほかにございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 今、保育士の数の配置の問題がありま

したけれども、保育士の質の問題、臨時で入って

いる方を優先的に採用するという話が出ましたけ

れども、質の問題はどうなんでしょうか。新任と

か。質を上げていく問題とか。 

○北村保育係長 保育園整備計画が主に入園待ちや

定員の弾力的運用を目的とした受け皿、ハードに

特化した計画になっているんですが、当然ソフト

面の質の向上というところは重要な課題だと考え

ておりまして、市としては、保育園アクションプ

ログラムという保育士の質の向上を目指した計画

をつくっておりまして、それに基づいて例えば市

主催の研修会を充実して、保育士の人たちに参加

していただいたりとか、あとは第三者評価という

社会福祉事業を客観的に評価する仕組みがあるん

ですが、そちらのほうを導入して各保育園の保育

の質はどうなっているのかというところを評価し

てもらって、それを検証した上で今後の保育の内

容に反映していったりとか、そういった取り組み

はしております。 

○鈴木委員長 髙久委員。 

○髙久委員 基準の話がさっきから出ていますけれ

ども、県の基準で10月１日で39人という話になっ

て、申し込みの重なっている部分では149人とい

うように聞いているんですが。 

○鈴木委員長 ちょっといいですか、財産の取得に

ついてなので、その他のほうでそれはやっていた

だければ。 

  質疑ほかにございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、わからないので教えてほ

しいんですけれども、民営化ということで、さっ

き10年間というシステムを聞いたんですが、市と

してのかかわり方、民営化が起きて、始まってい

る間の市としての間接的な、直接的なやり合い、

指導であったりというものは、民営化が始まった

途端にどのぐらいの割合でウエートを占めるのか

というのをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 民営化になる前には、現在の、

例えばとようら保育園でしたらとようら保育園の

保護者、それと事業者、それと市、子ども課が入

りまして協議をやっていきます。民営化にスムー
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ズに移行できるように、いろいろ項目のすり合わ

せとかやっていきまして、民営化になった後でも、

新しい事業者が来るものですから、そこへまだ同

じく三者会議という形で半年か１年ぐらいは子ど

も課が入って調整をしていくというような形にな

ります。 

○鈴木委員長 ほかありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、採決いた

します。 

  議案第107号 財産の取得についてを原案のと

おり可決すべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第107号は全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 ここで常任委員会審査を予算審査第

２分科会審査に切りかえます。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○赤井子ども課長 （議案第79号について説明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ありますか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 委託料の話なんですが、委託料は何ペ

ージでしたっけ。 

〔「７ページの一番下」と言う人あり〕 

○櫻田委員 この委託料のやつで、児童福祉総務事

務費の新規のやつなんですけれども。 

〔「６ページのほうですか」と言う人あ

り〕 

○櫻田委員 はい、６ページの。新規なので、今ま

でこういった事業をしていたわけですよね。それ

を改修するというのでいいんですよね、認識は。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 そのとおりです。改修というこ

とになります。 

○櫻田委員 ということは、例えばどういった業者

が現在やっているのかというのと、あとこれ入札

ですよね、通常。どうなんですか。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 業者が電算事業者といいますか、

そういった事業者がございますけれども、そこか

ら見積もりをもらっておりますが、金額的には、

この金額ですから当然入札になると思います。 

○鈴木委員長 ほかに質疑ありますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、きのうの議会でも言って

いたんですけれども、７ページの永田保育園の管

理委託事業でしたよね。これ700万でしたっけ、

その内訳で、灯油のほうは百何万ということであ

と残りが遊具等撤去ということで、今初めて植木

等の移動と伐採という追加項目があったんですけ

れども、結構500万ってすごい金額なんですが、

あと何があってそんなにかかるんでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○赤井子ども課長 この遊具等の中には樹木の移設、

伐採等も含んでおりますが、その内訳でございま

すが、まず遊具等につきましては、まず移設がブ
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ランコ２つにジャングルジムでございます。それ

と撤去のほうは滑り台、上り棒、シーソー、太鼓

橋、パンダの置物等でございます。そのほか、タ

イヤの処分が23本ございます。 

  樹木のほうは、移設が７本、これが大山公園の

ほうに移設して、園舎が完成したらまたこっちに

持ってくる。それと、伐採、抜根がトチノキとか

イチョウとかサザンカ、そういうものを含めまし

て47本の伐採、抜根でございます。 

  その他の撤去としましては、フェンス撤去、掲

示板撤去、門扉ですね。あと外灯の撤去等でござ

います。これで予算としましては598万5,000円と

なっております。 

○鈴木委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、樹木が一番ウエートを占

めているということでよろしいんですか。 

○赤井子ども課長 そうです。 

○齊藤委員 ほかのを見るときの不用品の値段と比

べたかったので。すみませんでした。ありがとう

ございました。 

○鈴木委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

（その他について質疑、答弁。） 

○鈴木委員長 それでは、子ども課の審査を終了い

たします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで10分間休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 高齢福祉課について審査を行います

が、高齢福祉課については、常任委員会に対する

付託案件がありませんので、予算審査特別委員会

第２分科会に切りかえ、審査を行います。 

  高齢福祉課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いをしたいと思います。 

  それでは、議案第79号 平成25年度那須塩原市

一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ねんりんピックの実行委員ということ
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なんですが、どういう方で、仕事の内容はどうさ

れるんでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 ねんりんピックの実行委員会

のほうで雇用する臨時職員は、うちのほうで募集

をしまして、特に条件的なものはございません。

１日フルタイムで働いていただいて、仕事をお願

いするものは、ねんりんピックの関係でいろんな

雑務がありますので、そういったものを一手に引

き受けていただくような形で、事務職のやはり補

助という形で１日お願いをします。 

○鈴木委員長 相馬委員。 

○相馬委員 特別これと決まった事務があってとい

うことではないわけですか。 

○会田高齢福祉課長 はい。 

○鈴木委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今の同じ相馬委員のところなんですが、

実質何人を募集する予定でしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 今回の予算計上した人員につ

いては１名の予定です。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 すみません、じゃ６ページ、街中サロ

ン事業、５０１事業についてなんですが、この東

那須野街中サロン事業の概要ですね。そこをちょ

っとお聞きします。 

○鈴木委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 こちらについては、ことしの

５月ということで開始をいたしまして、ＮＰＯ法

人キャリアコーチというところがこの街中サロン

のほうの運営を行っております。現在こちらのほ

うでやっている事業については、キャリアコーチ

のほうから講師が来て、パソコン教室とか、それ

とそのほか各種の談話的なものがメーンになって

きますけれども、そういったものをやっておりま

して、現在のところ、パソコン教室がちょっとし

た目玉という形で実施をされております。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 大体どのくらいの、何人ぐらいが利用

しているんですか。 

○鈴木委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 こちらのほうは始まったばか

りということで、まだ軌道に乗る以前の状況とい

いますか、10月末現在で６カ月経過しまして延べ

648名ということで、ほかの２カ所から比べると

まだまだ努力が足りない、これからの街中サロン

という形になります。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 今、確かに黒磯の駅前なんかに比べる

とまだまだ数が少ないというんですが、パソコン

教室とか、こういったニーズですよね。そのニー

ズはどういうふうに捉えているのか。確かにパソ

コン教室がメーンですよといっても、ほかのいろ

んなニーズ、これからそういった部分の施策にど

うやって展開していくのかという考えを聞きたい。 

○鈴木委員長 課長。 

○会田高齢福祉課長 やはり東那須単独でやってい

くということに関しましては、なかなか難しいと

ころがありますので、市内には西那須野なじみ庵

とか、よきお手本がありますので、今年度中にこ

の３カ所で連絡会議的なものを持ちまして、情報

交換をして少しレベルアップを図りたいなという

ふうに考えております。 

○鈴木委員長 ほかに質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 介護保険特別会計繰出金というものが

計上されているんですが、この内容を聞かせても

らいたい。 

○鈴木委員長 課長。 
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○会田高齢福祉課長 介護保険の特別会計のほうで

詳しくはご説明申し上げますけれども、介護のほ

うで保険給付費が今回補正を大幅にさせていただ

いておりますので、その分での市の持ち出し分と

いうことでの繰出金と、一般会計からの繰出金と

いう形になります。 

○鈴木委員長 いいですか。 

  ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 次に、議案第82号 平成25年度那須

塩原市介護保険特別会計補正予算（第２号）を議

題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 （議案第82号について説

明。） 

○鈴木委員長 ありがとうございました。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 一番最後の説明なんですが、定員を満

たす入所ということですと、当然入所待機者が生

まれているということだと思いますが、現在の人

数と解消の見通しなどを聞かせていただけたら。 

○鈴木委員長 入所者ということでいいんですか。

現在の入所者と待機者ということでしょう。 

  課長。 

○会田高齢福祉課長 ことし９月末現在で233名の

方が現在入所待機をしているという状況です。 

○鈴木委員長 いいですか。 

  ほかに質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 それでは、質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第82号 平成25年度那須塩原市介護保険特

別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第82号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

（その他について質疑、答弁。） 

○鈴木委員長 それでは、大変お疲れさまでした。 

  ここで執行部交代のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３５分 
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再開 午前１１時３７分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１１号の上程、説明、

質疑、討論、採決 

○鈴木委員長 国保年金課所管の常任委員会審査を

行います。 

  国保年金課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いしたいと思います。 

  それでは、議案第111号 栃木県後期高齢者医

療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及

び栃木県後期高齢者医療広域連合規約の変更につ

いてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第111号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、討論を許

します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、採決いた

します。 

  議案第111号 栃木県後期高齢者医療広域連合

を組織する地方公共団体の数の減少及び栃木県後

期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案

のとおり可決すべきものとすることにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第111号は全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 ここで常任委員会審査を予算審査第

２分科会審査に切りかえます。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 異議がないものと認め、議案第79号

は全員異議なく可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 次に、議案第80号 平成25年度那須

塩原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第80号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第80号 平成25年度那須塩原市国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第80号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 次に、議案第81号 平成25年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○藤田国保年金課長 （議案第81号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  髙久委員。 

○髙久委員 169万といいますと、職員１人という

ことですか。 

○鈴木委員長 課長。 

○藤田国保年金課長 後期高齢の広域連合のほうに

１名職員の派遣をしておりますので、その１名分

の減となります。 

  以上です。 

○鈴木委員長 いいですか。 

  ほかに質疑はありますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第81号 平成25年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）を原案のとおり

可決すべきものとすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第81号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ
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んから何かございますか。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 国保年金課の皆様方何かございます

か。 

〔「特にありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  ここで執行部の交代のため暫時休憩いたします。 

  なお、市民課につきましては今定例会において

本委員会に対する付託案件はございません。 

  以上で、保健福祉部の今定例会における常任委

員会、予算審査特別委員会は終了となりますが、

保健福祉部全体として何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 なければ、以上で終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４８分 

 

再開 午後 零時５８分 

 

○鈴木委員長 それでは、若干時間が早いようなの

ですけれども、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部審査 午後 零時５８分 

○鈴木委員長 教育部の皆さん、改めましてこんに

ちは。 

  それでは初めに、山﨑教育部長からご挨拶をい

ただきたいと思います。 

○山﨑教育部長 皆さん、こんにちは。 

  本日は非常に寒い中、お疲れさまです。今回は

予算審議になろうかと思います。予算の関係であ

りますが、教育部といたしましては、この12月に

は26年度予定しております小中学校の耐震改修事

業、28億からの事業になります。これが大きな事

業費となるかと思います。 

  ご案内のように26年度の前倒しということで、

今年度中に予算化をしてできるだけ年度の初めか

らそういった事業に早く着手し、かつ事業の完了

をみたいということで、国のほうの予算の増額関

係のいいところを取り入れながら、加速してやっ

ていこうということで、事業費を先取りする形で

予算計上させてもらいました。 

  そのほか、学校教育課、生涯学習課も同じよう

に、若干福祉部門とかぶるところもありますけれ

ども、放課後児童クラブへの対応ということで、

増額補正のあれでも出ています。 

  あとは、この秋に非常に電気料のアップという

ことがありまして、通年の予算からするとそうい

った光熱費等が各施設等で不足をしております。

それらの補正、そんなことで今回、増額補正の要

求をさせていただきます。 

  また、スポーツ振興課のほうで幾らか施設等の

修繕、あるいは急遽改修等をしなければならない

ような、そういったこともありますので、今議会

に提出している補正予算の件についても、いずれ

も重要な案件でございますので、慎重審議の上、

ご決定を賜ればと考えています。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○鈴木委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査  

○鈴木委員長 それでは、教育総務課について審査

を行いますが、教育総務課については常任委員会

に対する付託案件がありませんので、予算審査特
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別委員会第２分科会に切りかえ審査を行います。 

  教育総務課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 それでは、議案第79号 平成25年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊地教育総務課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 何点かお聞きします。 

  まず13ページで、西那須野共同調理場の電気代

が690万。私もオール電化の家なのですけれども、

本来ですと、イニシャルをかけてランニングが上

ったのでは、元も子もないと思うのです。それで、

恐らく当時、こういった施策をするのに、オール

電化にすればと思ったのですけれども、これは今

後、電気代が今の状況だとわからないわけではな

いですか。 

  そこで、明らかに電気代がどんどん上がってい

くわけなのですけれども、これは東電のあの事故

さえなければ、こんなことにはならなかったと思

うのです。電気代がこんなに上っていくという部

分はね。それを考えると、こういった今後の東電

の賠償とかみ合わせていくのかどうか。 

  その辺の考えと、あとやっぱりこれ、690万の

電気代というのは、すごくばかにならないと思う

のですけれども、今後、給食費とか、トータルに

考えてどうなんですか、この上昇気味のやつの考

えというのは。 

  今回はこれ、補正で対応という形ですが、これ

から電気代が下がると思えないのです。そういっ

たところの考えがあれば、聞かせてもらいたいと

思うのです。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 ２点ほどお尋ねがありました、

ちょっと難しいところもあるのですけれども。 

  まず、東電の補償とかみ合わせていけないのか

というようなご質問で、これについては果たして

こういうものが補償の対象になるかどうかという

のは、非常に今の時点では疑問でありまして、こ

れは別途勉強をしないと、これについてはできる

のかできないのかを含めて、ちょっと勉強させて

いただきたいと思います。 

  あともう一つは、給食費の値上げですか。これ

も本来給食費へは、こういうものというのは転嫁

すべきものではないと考えますので、当然、これ

は市の税金のほうで賄うということで、これはむ

しろ給食費に転嫁というよりも、内部の中で電力

をいかに効率的に使うかとか、そういうところで

電力がアップしていかない効率的な使い方という

か、そういうところでもうちょっと内部で検討さ

せてもらいたいと思います。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 すみません、何回目かなのですけれど

も、通常、イニシャルをかけてランニングが上っ

てしまうのは、誰でもできる施策だと思うのです。

イニシャルをかけてランニングを抑えていくので

あればいいのですけれども、ここでずっとこの状

況でいくと、電気代は多分１.何倍とか、幾らと

かって、上げ率もどんどん当然向こうからいわれ
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てそのままだと、確かにこういうものは補填でき

ないといっても、かなりこれはデメリットが多い

のではないですか、設備に対して。 

  その辺は精査してやってもらうのが重要だと思

うのですけれども、例えばＩＨから何々に変える

とか、そういった計画は今のところはないという

お考えでいいのでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 給食のつくり方とか設備を変

えるというような考えは、現時点では持っており

ません。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 電気代が690万で、普通の人によって

はびっくりするような金額だと思うのですが、前

年に対してどのぐらい上がるのか。補正を組んだ

理由もそこだと思うのですけれども、どのぐらい

の上昇だったかという細部の数字をよろしくお願

いします。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 現時点で一番正確な数字では、

昨年度の電気費分の18.5％、現時点ではアップす

るという見込みをしております。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 それからもう１点ですが、学校の耐震、

これは臨時元気交付金に伴う、そういった措置で

前倒しをするという考えでいいのですね。基本的

に自民党政権になって出てきた施策だと思うので、

今までそういった施策がなかったではないですか、

臨時元気交付金という制度自体が。結局、それを

上手に使うためにこのような形でやりますという

基本方針でいいのですか。 

○鈴木委員長 部長。 

○山﨑教育部長 お答えします。 

  若干櫻田委員の質問に反するような意見を申し

上げるようになるかと思いますけれども、耐震改

修の加速化、あるいは27年度までというのは、旧

民主党時代に打ち出されたものです。 

  それで、この元気交付金以前にも、この交付金

はそのときどきの景気対策ということで、名称は

定かではありませんけれども、光を当てるとか、

そういった交付金も過去にあったのです。それは、

要するに我々が進める事業の裏財源として充当す

るだけの話で、民主党から自民党にかわったため

に、交付金自体はそういう名称で出てきています

けれども、基本的には耐震は通常どおりの考え方

でやっていく。 

  ただ、補助金に対しては、国庫補助金に関して

は前倒しということもあって、この景気対策に絡

んだ交付金の増額ということがあります。ですか

ら、先ほど課長から上乗せ分が通常の国庫負担金

よりもあるのですと、今回の自民党政権の施策で。 

  ただその裏財源、本来であれば市債と一般財源

というか、市の持ち出しで対応しなければならな

いところをその元気交付金によって裏財源に充て

るという、その振り分けの結果、こういう形にな

ったので、この交付金が出てきたからこれを当て

込んで前倒しにやったかというと、若干それは違

うニュアンスがあります。 

  以上です。 

○鈴木委員長 ほかに質疑ございますか。 

  髙久委員。 

○髙久委員 同じページの７ページ、小学校管理運

営、小学校の設備事業、301事業、高林小学校の

特別支援学級の間仕切りという形なのですが、間

仕切りでいいのかというのと、私は違ったように

聞いているのですが、間仕切りのほうがいいので

すみたいな先生もいるし、ちゃんとしたほうがい

いのではないかとか、応急的なものなのか、これ

のほうがいいということでの間仕切りなのか、そ

のことを教えていただきたい。 
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○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 これは基本的には、普通教室

に特別支援を要する子どもさんがいますけれども、

その子どもさんというのが、知的な支援を要する

子どもさんと情緒が安定していないお子さんお二

人なのです。その方たちが同じ教室で、特別支援

ということで一括りで学習するのではなくて、や

はり今のところは間仕切りというか、簡易なスク

リーンを立てて勉強しているわけなのです。 

  ですから、本来であれば、理想を言えば、別々

の教室でやるというのが理想だと思うのですけれ

ども、これも年度によって子どもさんの数という

のが変わってきますので、現時点で高林も25年度

から始まったものですから、現行の普通教室をス

クリーンで切って、知的の方にしても知的支援、

そして情緒支援の子どもさんが今二人というよう

な状況で、今簡易スクリーンを立てて学習をして

おります。 

  将来というか、来年度以降、高林小学校は穴沢

と戸田と合併をするということで、こういうお子

様もふえてくると現時点では予想もしておりまし

て、それで教室を特に建て増しするというわけで

はないので、現在の普通教室のところに今度は簡

易スクリーンではなくて、しっかりとした壁をつ

くって、一つの教室というぐらいに分けるような

設備に変更することによって、情緒と知的障害の

ある子どもさんたちが余り影響を受けないように、

学習するためにつくるものです。 

  ですから、委員からのご質問のような、本来で

あれば余裕があってきちんとそれだけの教室が備

えられれば、本来であれば別に普通教室のような

空間にすることだと思います。 

  以上です。 

○鈴木委員長 ほかに質疑はございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 この耐震補強のほうの事業に関しまし

て、全小学校、中学校の完成率がどのぐらいまで

いったのかを教えてください、これをやることに

よって。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 この８校分、これをやること

によりまして90.9％の改修率になります。 

○鈴木委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと何校ほど、今後ですね。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊地教育総務課長 最終年度は27年度なのですが、

11棟をやって全部完成なのですが、学校数でいき

ますと８校です。小学校６校、中学校２校、最終

年度はあります。トータルは11棟。 

  あと、一部ちょっと訂正をさせていただきます。 

  この前の９月議会で答弁したところで、90.2％

というお答えをしておりますので、小数点のほう

で先ほど私は90.9％と答えたということで、

90.2％に訂正をお願いしたいと思います。 

○鈴木委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 
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  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。 

（その他の質疑） 

○鈴木委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代に伴い、暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時２６分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 午後 １時２６分 

○鈴木委員長 学校教育課について審査を行います

が、学校教育課については常任委員会に対する付

託案件がありませんので、予算審査特別委員会第

２分科会に切りかえ審査を行います。 

  学校教育課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 それでは、議案第79号 平成25年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○菊池学校教育課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  櫻田委員。 

○櫻田委員 それでは、13ページの新規いじめ対策

コンソーシアムというのは、この間、高林小中学

校でやったあの事業なのですか、お伺いいたしま

す。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 ご指摘のとおり、あの事業の

一環としてやっているものです。 

  以上です。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 では、あの事業を今後、新規事業とい

うことで出ているのですけれども、今後はどうい

うふうに発展させていくのですか。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 第４日目が、この12月17日に

別の講師で行われます。 

  その後、このいじめコンソーシアムの運営協議

会委員メンバー、これは副市長、教育長が入って

おりますけれども、そのメンバーと、実際に今回

もかかわっている担任の先生方、それから児童生

徒の意識調査等を検討いたしまして、一応今年度

中に２月ごろ市の各小中学校の担当者を集めまし

て、このプログラムの趣旨と、それからプログラ

ム開発に至った経緯、実際のプログラムの内容に

ついて説明をいたしまして、各学校での取り組み

を願いたいと考えています。 

  以上です。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 今２学期制なのであれなのですけれど

も、12月のこのせっぱ詰まったような時期に、ど
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うしてああいう事業をしたのかという疑問がある

のです。 

  それで、たまたま２年生で、ここで中学校で言

ったので中学校なのですけれども、ああいったの

がいじめ対策に結びつくのか、学者の先生方がや

っているのですから非常に理解に苦しむところも

あったのですけれども、どういうふうなあれでい

じめ対策なのか、その辺を選んだ経緯ですね、こ

の事業を。その辺だけ詳しく説明してもらいたい

のです。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 ご指摘のとおり、この運営協

議会のメンバーにつきましては、大学の教授を中

心にいたしまして、実際に講師として３名の先生

方にお願いしております。 

  まず目的、いじめコンソーシアムのほうは、文

部科学省のいじめ対策事業のほうの委託を受けて

ＮＰＯ法人のほうで実施して、それを本市のほう

で実際に研究事業等をやっていただいております。 

  具体的にいいますと、直接的にいじめ対策とい

うことよりも、自分の考えをきちんと持って相手

に伝える。相手の考え方をきちんと自分で受けと

めるという、論理的な思考過程をきちんと子ども

たちに植えつけようと。 

  もう一つは、自分の気持ちを相手に伝えるとき

に、やはりイエスかノーだけではなくて、きちん

と相手の気持ちを考えながら自分の考えを説明で

きるような、そういうことを子どもたちに植えつ

けることによりまして、いじめ、つまり相手の気

持ちを受けとめる、そういうことができる子ども

を育てていこうという考えが基本的にあります。 

  そういう中で、この論理的な思考力というもの

を培っていこうというのが、この研究会の、コン

ソーシアムでの考え方であります。 

  以上です。 

○鈴木委員長 櫻田委員。 

○櫻田委員 ということは、この事業は今後、小学

校が25校、中学校が10校で、全ての学校で将来的

に行っていくというような見解でいいのですか。 

○鈴木委員長 課長。 

○菊池学校教育課長 もちろん、その効果がきちん

と検証されていて、本市の子どもたちに有効であ

るということが検証できれば、その方向で進んで

いきたいと思っています。 

  ただ、今の現時点ではこれを即、例えば小学校

25校、中学校10校全ての学校にこれを取り組むと

いうことは、まだ今のところ検討中でありますの

で、まだ結論は出ておりません。 

  以上です。 

○鈴木委員長 ほかにございますか。いいですか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 それでは、質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論はないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 ないようですので、学校教育課の皆

さんから何かございますか。 
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〔「特にありません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代のため、暫時休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 １時３４分 

 

再開 午後 １時３５分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 午後 １時３５分 

○鈴木委員長 生涯学習課について審査を行います

が、生涯学習課については常任委員会に対する付

託案件がありませんので、予算審査特別委員会第

２分科会に切りかえ審査を行います。 

  生涯学習課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 それでは、議案第79号 平成25年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○稲見生涯学習課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 今、防犯カメラのあれは１つだけつけ

るということで、どの辺を見るのかということ。 

  あとは、ケンポナシがこうなっているけれども、

そういうものがどのくらい数があるのか。それは

直接これと関係ないのかもしれないけれども、そ

ういう天然記念物ですか、幾つくらいそういうの

で文化財のほうでは見ているのかどうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○稲見生涯学習課長 まずは博物館の防犯カメラで

ございますが、四角い建物でございまして、警察

側からは４面全てに４つのカメラをつけてほしい

ということで要求をさせていただいたのですが、

財政のほうから予算を切られまして、カメラの台

数を少なくして予算の範囲内でやってほしいとい

うことでございましたので、西側と北側の駐車場

の２つ、一番大きいほうの、西側は入り口がござ

いますので、どなたが入ってきたか全てわかるよ

うになりますので、その２つは最低限つけなけれ

ばならないと思うのです。補正予算が可決されま

したら、すぐに設計の変更に着手しなければなり

ませんが、今のところ最低２カ所はカメラをつけ

たいと考えております。 

  それから、ケンポナシの天然記念物でございま

すが、全て覚えておりませんので、担当係長のほ

うから説明をさせていただきたいと思います。 

○鈴木委員長 係長。 

○小池生涯学習係長 先ほどご質問をいただきまし

た天然記念物のうち、いわゆる巨木、古木につい

てですが、一本立ちのものですと市指定の天然記

念物が19本、あと国指定の特別天然記念物で逆杉
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が１本ございます。合計で市内が20本、古木と巨

木がございます。 

○鈴木委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ちょっと教えてほしいのですけれども、

８ページの放課後児童対策費、これは児童クラブ

運営ですね。補助的委託料と補助金の内容を教え

てもらってよろしいですか。 

○鈴木委員長 詳細について。 

○齊藤委員 はい、そうですね。 

○鈴木委員長 課長。 

○稲見生涯学習課長 これにつきましては、国・県

補助の補助採択の基準額というものがありまして、

これにつきましては１つ例としまして、ふたばと

いう黒磯小を例にとってご説明させていただきま

すが、国・県補助金の合計額は212万8,000円でご

ざいますが、私どものそれは３分の２が補助とい

うことでございまして、残り３分の１は市の持ち

出しということでございます。 

  基本補助がそういうことで320万円程度、これ

に開設時間を延ばしますと時間加算というのがご

ざいます。それが３万7,000円ほどつきます。そ

れから、開設日を多くしますと、それにつきまし

ても補助がふえますので、それが42万円。それか

ら、支援児加算ということで、支援しなければな

らない児童さん、障害などを持った児童さんがい

らっしゃいますと、それについても加算がつきま

すので、それが121万2,000円。 

  それ以外に市単独で補助している分がございま

す。これが大規模加算ということで、これが28万

5,000円です。それから、修繕費が一律に３万円。

燃料費が４万円。指導員さんの研修費が１万円。

消耗品が定額で１万2,000円。それから、指導員

さんの健康診断料、その他細かいものを含めまし

て、補助裏の部分の今回の補正の部分と、当初予

算で切られてしまった部分の復活の部分と、その

２つを合わせてのせるようになります。 

  以上でございます。 

○鈴木委員長 ほかに質疑はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 黒磯図書館の雨漏りなのですが、これ

は何回か修理をしているということなのか、それ

とも今回が初めてなのでしょうか。あと自動ドア

も開設以来ずっとそのまま使っているのか、それ

とも何回かやっているということなのでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○稲見生涯学習課長 雨漏りの修繕は、今回が初め

てでございます。それから、自動ドアの修繕は、

一度軽微な修繕を過去にかけたことがあると聞い

ておりますが、大きな修繕は今回が初めてでござ

います。 

○鈴木委員長 相馬委員。 

○相馬委員 何年ぐらいに修理したのかというのは

わかるでしょうか。 

○鈴木委員長 課長。 

○稲見生涯学習課長 これはちょっとわかりません。 

○鈴木委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 それでは、質疑がないようですので、

質疑を終了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ
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きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。 

（その他の要望、質疑） 

○鈴木委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部の交代のため、暫時休憩いたしま

す。10分間、休憩になります。２時10分から再開

となります。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時０７分 

 

○鈴木委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 午後 ２時０７分 

○鈴木委員長 スポーツ振興課について審査を行い

ますが、スポーツ振興課については常任委員会に

対する付託案件はございませんので、予算審査特

別委員会第２分科会に切りかえ審査を行います。 

  スポーツ振興課の皆様に申し上げます。 

  議案の説明に当たりましては、簡潔明瞭にお願

いを申し上げたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○鈴木委員長 それでは、議案第79号 平成25年度

那須塩原市一般会計補正予算（第８号）を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○田代スポーツ振興課長 （議案第79号について説

明。） 

○鈴木委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 質疑がないようですので、質疑を終

了いたします。 

  討論を許します。 

  討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 討論がないようですので、討論を終

了いたします。 

  採決いたします。 

  議案第79号 平成25年度那須塩原市一般会計補

正予算（第８号）を原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 議案第79号は全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○鈴木委員長 それでは、スポーツ振興課の皆さん

から何かございますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  教育部の本定例会における審査は終了となりま

すが、教育部全体として何かございますか。 

  部長。 

○山﨑教育部長 ありません。 
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○鈴木委員長 なければ、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

  じゃ、ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○鈴木委員長 休憩を終わります。 

  以上で、本日は全て予定を終了いたしました。 

  本日の審査の内容につきましては、本則におい

て報告書を作成し、議長に提出いたします。また、

17日の予算審査特別委員会全体会及び18日最終日

において、審査の状況を報告いたします。 

  また、さきにご案内のとおりですが、13日は所

管事務調査のため現地調査を行います。 

  さらに同日、教育委員会での懇談会もございま

すので、よろしくお願いいたします。詳細につい

ては、この後その他で事務局より説明があります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○鈴木委員長 それでは、４のその他に入ります。 

  それでは事務局、よろしくお願いします。 

○事務局 （その他について説明。） 

○鈴木委員長 ほかは何か皆さんからありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○鈴木委員長 なければ、以上で終わりにしたいと

思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○鈴木委員長 ことし最後の常任委員会も終了にな

りました。 

  しっかりとした委員長報告もさせていただきた

いと思います。 

  また、さっき話がありましたけれども、委員会

を２年間しっかりやっていきたいと、そのように

思います。 

  ありがとうございました。 

 

閉会 午後 ２時３８分 

 

 




